
高崎量子技術基盤研究所施設供用規則 

 

令和６年４月１日 

令０６高（規則）第１７号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法（平成１１年法律第１

７６号。以下「機構法」という。）第１６条第４号に基づき、国立研究開発法人量子科学

技術研究開発機構（以下「機構」という。）の高崎量子技術基盤研究所が保有する施設及

び設備のうち、供用に供するものとして機構があらかじめ指定した施設及び設備（以下

「供用施設」という。）を、機構外の科学技術に関する研究開発を行う者（以下「利用者」

という。）の利用に供するに当たっての基本的事項について定め、その業務の円滑な実施

を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 「施設供用」とは、供用施設の利用のうち共同研究及び受託研究による利用を除く

ものをいう。 

 

（供用施設の指定要件等） 

第３条 供用施設の指定は、その機能、保有に要する資金、機構の研究開発への影響、社会・

経済上の重要性等を勘案して行うものとする。 

２ 施設供用に割り当てる利用時間は、機構の研究開発業務を行う上で、重大な支障が生じ

るおそれがない範囲とする。 

 

（供用施設の指定） 

第４条 供用施設は、高崎量子技術基盤研究所所長（以下「所長」という。）が別に定める

ものとする。 

 

（情報提供） 

第５条 機構は、利用者に対し、当該施設の利用に関して必要な情報を提供するものとする。 

 

（利用課題の公募） 

第６条 機構は、原則として年２回以上、成果を公開する利用課題（以下「成果公開課題」

という。）の公募を行うものとする。ただし、大学が行う共同利用、並びに国及び地方公共

団体から契約に基づき利用申請があった場合は、公募によらないことができる。 

２ 前項のほか、成果を公開しない利用課題は、随時利用課題を受け付けることができる。 



 

（利用課題の採択） 

第７条 利用課題の採択及び利用時間の配分は、所長が決定するものとする。 

２ 成果公開課題の前項の決定については、所長は、施設供用課題審査委員会の意見を聴く

ものとする。 

 

（施設供用の実施） 

第８条 施設供用を行う場合における供用施設の維持管理、供用施設の利用者の安全確保、

供用施設の利用調整等に係る業務は、供用施設の管理を担当する者（以下「施設管理担当

者」という。）が実施する。 

 

（利用者への支援） 

第９条 機構は、供用施設の利用者の求めに応じて、装置等の操作、運転等の役務の提供を

行うものとする。 

２ 機構は、供用施設の利用者の求めに応じて、装置等の操作、運転等の方法、実験試料等

の作製方法、実験データ等の解析方法等に関し技術指導を行うものとする。 

３ 施設管理担当者は、前二項の支援を行うために必要な場合には、当該供用施設を業務上

利用している組織の長に当該支援の実施を依頼することができるものとする。 

４ 前項の依頼を受けた組織の長は、特別の理由がない限り、協力しなければならない。 

５ 機構は、供用施設の利用者の求めに応じ、宿泊施設の貸与等の便宜供与を行うものとす

る。 

 

（利用者に対する指示等） 

第１０条 研究施設の供用の受入れを担当する者（以下「受入担当者」という。）は、第７

条の規定に基づき利用課題を採択された利用者に、別途所長が定める「施設供用約款」（令

０６高（規則）第〇号。以下「約款」という。）を提示し、所定の申込書に必要事項を記

載し、これを機構に提出するよう指示しなければならない。ただし、利用者からの申出に

基づき、申込書に代わり供用施設の名称、施設供用の目的、方法、期間、利用料金等の必

要な事項を記載した契約書により契約を締結することができる。 

２ 受入担当者は、施設供用の実施に伴い自らの施設において放射性廃棄物が発生する場

合、約款第７条の定めに従い、利用者と当該放射性廃棄物の保管、処理及び処分について、

その責任及びその費用の負担の方法を提示しなければならない。 

３ 受入担当者は、成果公開課題により実施した施設供用が終了したときは、利用者に対し

実施報告書の提出及び研究成果の公表をその期限とともに指示しなければならない。 

 

 



（申込みの受付） 

第１１条 受入担当者は、利用者が前条第１項の指示に従って申込みをしたときは、受入可

否について確認を行い、諾否を決定するものとする。 

２ 受入担当者は、前項の承諾を行ったときは、その者に所定の承諾書を送付しなければな

らない。 

３ 受入担当者は、第１項の拒否を行ったときは、拒否の理由を明らかにしてその者に通知

しなければならない。 

 

（管理台帳の作成） 

第１２条 受入担当者は、前条の規定により契約を締結したときは、契約の相手方の名称、

契約金額、契約期間その他必要事項を明らかにした管理台帳を作成し、これを保管しなけ

ればならない。 

 

（解約） 

第１３条 機構は、利用者が契約を履行しないときは、解約することができる。 

２ 機構は、前項の解約をしたときは、解約の期日及び解約の理由を明らかにして契約の相

手方に解約の通知をしなければならない。 

３ 機構は、第１項の解約をしたときは、解約日までの利用料金を徴収するものとする。 

 

（利用料金） 

第１４条 機構は、施設供用に際しては、利用者から所定の利用料金を徴収する。 

２ 施設供用に係る利用料金に関する基本的な事項はイノベーション戦略部長が、利用料

金及び徴収方法は所長が別に定める。 

３ 前項の利用料金には、約款により算出した第１０条第２項に定める費用を含むものと

する。 

 

（施設等の利用） 

第１５条 機構は、利用者が施設供用に伴い、供用施設以外の機構の施設（以下「供用外施

設」という。）の利用を必要とするときは、業務に支障のない限りこれを利用させること

ができる。 

２ 機構は、利用者が施設供用に伴い、試料等（放射性物質を含む。以下同じ。）の運搬、

消耗品の手配その他の附帯業務を必要とするときは、業務に支障のない限りこれを実施

することができる。 

３ 機構は、第１項の供用外施設の利用が完了したとき、又は前項の試料等の運搬、消耗品

の手配その他の附帯業務が完了したときは、相当の料金を徴収することができるものと

する。 



４ 機構は、第１項の供用外施設を利用させるとき、又は第２項の試料等の運搬、消耗品の

手配その他の附帯業務を実施するときは、利用者の申出に基づき、利用者との間で、施設

の名称、試料等又は消耗品の種類及び数量、使用目的、方法、期間及び場所、利用料金そ

の他の必要な事項を記載した契約書により契約を締結することができるものとする。 

 

（原状回復等） 

第１６条 機構は、利用者が施設供用に伴い供用施設又は供用外施設の滅失又は毀損を生

じさせた場合は、天災地変その他の不可抗力による場合又は機構の責めに帰すべき事由

による場合を除き、利用者に原状回復させるものとする。 

 

（知的財産権） 

第１７条 利用者が、施設供用により得られた成果に基づき知的財産権に関する出願等を

行う場合は、機構と協議するものとする。 

 

（秘密保持） 

第１８条 機構は、施設供用の実施に当たり、必要に応じ、秘密保持義務等を契約により定

めることができる。 

２ 機構は、前項に規定する契約を締結した場合、秘密情報について厳に秘密を保持するも

のとし、前項の契約書に定める目的の範囲を超えて秘密情報を使用しないものとする。 

 

（成果の利用） 

第１９条 機構は、供用施設を利用して得た成果の利用については、機構法を遵守するため

に必要な場合には、条件を付することができる。 

 

（特例措置） 

第２０条 機構は、利用者が国、地方公共団体その他公法人若しくは外国研究機関等である

場合又は特別な事情がある場合は、この規則の一部を適用しないことができる。 

 

附 則 

この規則は、令和６年４月２日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 


